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高齢障がい者（知的障害）の継続雇用に於ける合理的配慮の具体的事例 
 

○相原 信哉（旭電器工業株式会社 企業在籍型職場適応援助者） 
 

１ はじめに 

日本社会における労働力人口は年々高齢化が進み、それ

に伴い定年延長や継続雇用が課題となっている（図１）。

障がい者雇用においても少子高齢化とともに高齢障がい者

が増加している。これらを踏まえて当社における具体的事

例から継続雇用時の合理的配慮のあり方について検討する。            

 

図１ 年代別労働力人口と高齢化率 

 

２ 背景 

当社は配線器具製造業として1947年７月に創業して以来、

多数の障がい者を雇用してきた。背景にあるのは創業者が

地元の教師であったこと、創業時に関わった社員に元教師

の方が従事していたことがあり、社会的弱者に対する理解

のある社員が存在していたことにある。 

戦後まもなくで学校を卒業しても働く場所がなく、困窮

した地元の障がい者を暖かく雇用してきた。そんな中で、

高齢化の波とともに定年後も当社で継続雇用を希望する障

がい者が出てきた。当然ながら加齢による衰えや障害の進

行から、製造現場での従事が困難となってきた。そこで社

内の人事課に企業在籍型職場適応援助者を配置して高齢障

がい者にとって働きやすい職場作りを検討することとなっ

た。 

 

３ 配慮の合理性向上（スパイラルアップ） 

障がい者を雇用する場合、その障害の内容や程度から職

務遂行において一定の配慮が必要となる。しかしその配慮

は合理性が必要となるため、その合理性について検討する

ことになる。雇用者側で行った配慮が必ずしも最適な配慮

である場合が少なく、実施後にその結果を評価して再考す

ることが大切である。そこでPDCAサイクル（図２）を回

して常に配慮の改善を継続的に実施する。 

 

図２ PDCAサイクル 

 

４ 作業方法の見直し（事例１） 

作業の中の不安全を取り除くためにその作業を細分化し

て、各工程におけるリスクを数値化して不安全要素を切り

取ることが必要になる。ここでは当社の製造工程で活用し

ている安全リスクアセスメントシート（写真１）により要

素分析と課題解決に向けた足がかりとする。 

 

写真１ リスクアセスメントの例 

  

ここでは除草作業において使用道具を草刈鎌としていた

ところを手鍬（てくわ）に変えて草を刈るから草を抜くに

作業方法を改めて、刃物による怪我の防止に努めた。また

作業中に土埃や雑草で目に怪我の恐れがあるとの意見を取

り入れ、安全眼鏡の装着を義務つけた。 

これらの対策を実施した結果を検証して不安全リスクが低

下したことを数値化して変化点管理（確認）を行った。 

 上記の実施した結果を基に作業手順書を改訂して、仕組

みに落とし込み不安全作業の撲滅を図った（写真２）。 

 
写真２ 改訂された作業手順書 
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５ ツール（道具）の見直し（事例２） 

障がい者が従事している作業の１つにシュレッダー作業

がある。これは専用の裁断機を用いて社内各部署で出る機

密文書を細かく裁断して機密性の保持を行い廃却するもの

である。この作業に安全性を高めるために市販の裁断機に

二重のロック機構や安全表示を施して作業をしていた。詳

細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構『令和

元年度職場改善好事例集（p.34）』を一読いただきたい。 

その後、以下の３つの理由から裁断機を更新した。 

・作業の安全性の向上 

・文書の機密性の確保 

・作業効率向上と負担軽減 

裁断機を更新したことによる障がい者の一番の恩恵は立

ち作業から座り作業に変わったことで体への負担が減った

ことである。高齢障がい者が長時間この作業に従事できる

ようになったことが結果的に雇用者側でもメリットとして

生かされた（写真３）。 

 

写真３ 新しい裁断機による作業の様子 

この作業においても事例１同様に作業手順書の変更を行

い継続的な安全性の確保に努めた（写真４）。 

 

写真４ 改訂された作業手順書 

６ 作業能力の見える化 

作業遂行能力は各障がい者によって異なる。また、若年

の間は経験年数により、能力の伸びが期待できるが高齢障

がい者の場合は能力の低下が見られる。これを１年に一度、

各作業種に応じて４段階で評価し、表にまとめて見える化

を図る。この表を当社では「力量管理表」（図３）と呼ん

でいる。能力の見える化を図ることはどの障がい者にどん

な配慮が必要であるかが客観的に把握することができ、合

理性の根拠となる。 

図３ 力量管理表とその力量項目 

 

７ 成果 

評価・検証された配慮を実施することで高齢障がい者、

雇用者の双方にメリットが生まれ戦力として活躍できる職

場作りができた。また、各作業を切り出し、事例同様すべ

ての定形作業を手順書にすることができた。これにより、

今後、想定される高齢障がい者の増加に対する働きやすい

職場作りの基礎が整備できた。 

 

８ まとめ 

一見、健常者から見れば単純作業でここまで細かく手順

書に落とし込む必要があるのかと考えることもあるが障が

い者目線に立って見れば客観的で分かり易い手順があるこ

とで安心して働ける職場作りに繋がっていることがわかる。

また、配慮の必要性をいろいろな角度で数値化し、見える

化をすることで周囲の理解も得やすくなることがわかった。   

高齢化と共に今まで出来ていたことが出来なくなってき

たときには出来ないことを責めるのではなく、出来ること

を高い精度で確実に出来る「しくみ作り」が必要ではない

だろうか。 

 
【参考資料】 
総務省 統計データ（年齢別労働力調査） 

 
【連絡先】 
相原 信哉 e-mail：aihara@asahidenki.com 
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知的障害・発達障害を持つ在職者向け定着支援プログラムの実施を通じて 

～３年間のまとめと外部機関との連携について～ 
 

○松村 佳子 （社会福祉法人武蔵野 武蔵野市障害者就労支援センターあいる） 

竹之内 雅典（NPO法人障がい者就業・雇用支援センター）  
 

１ はじめに 

特別支援学校等を卒業後に就職をする知的障害や発達障

害をお持ちの方の中には、就職がゴールになってしまい

「働くこと」への理解が深まらないまま社会の枠組みの中

に押し出されてしまったり、入職後は働き続けるために必

要な研修や学習の場が得られにくいという課題がある。そ

のため職場での不適応の原因となったり、就労継続へのモ

ティベーションの低下に繋がっている可能性がある。 

そのため、当あいるでは、①働く力の醸成（コミュニ

ケーションのとり方、働くことの意味、チームビルディン

グ）、②将来の暮らし方、③地域の仲間作りを目的として、

外部講師（企業出身者で在籍型職場適応援助者有資格者）

の協力を得て、企業のノウハウ・目線を活用した職場定着

プログラムを実施してきた。これまで平成29年度から令和

元年度の３年間に１回ずつ、平成30年度にステップアップ

版を１回実施した。令和元年度に関しては、新型コロナウ

イルス感染拡大により一部の開催が令和２年度にずれ込んだ。 

これまで、平成30年に本職リハ研究発表会にてポスター

発表、令和元年に口頭発表を行ったが、本発表では引き続

き令和元年度の内容及び３年間のまとめ、今後想定される

企業や医療機関との連携の足がかりについて報告をする。 
 

２ 実施内容 

(1) 参加者 

本プログラムでは、特別支援学校等を卒業し企業就労し

た登録者と勤続年数にかかわらずケース担当者から推薦の

あった者とした。表１に３年間の参加者計31名の属性を示す。  

 

表１ ３年間の参加者属性（31名） 

 10代 20～25歳 26歳以上 

手帳の種別（人） 

精神（２） 

知的（４） 

重複（１） 

知的（１４） 知的（１０） 

平均勤続年数 １年 ４年 ７年 

 

(2)日程と内容 

 日程と内容を表２、写真１・２に示す。 

(3) 実施にあたっての工夫 

３年目に当たる今回も、２年間の効果確認を基に基本を

変更することなく実施した。 

事前に参加者の特性と勤務先の職場環境や強みと課題等 

表２ 本プログラム内容３回連続（土曜日実施：１回４時間） 

 

 

 

 

 

 

 

を十分に把握したのち、各人が協力して進められるように

グループ構成を工夫するとともに、振り返りシートも各人

の障害特性に合わせる形で自由記述、選択方式など複数種

類を用意した。また、進め方も各グループにファシリテー

ターとして職員を配置し随時アドバイスを行うとともに、

３回を通じて内容が深まっていくように各回冒頭で前回ま

での振返りを実施し各ステップの連続性の理解を深めた。 

さらに令和元年度の３回目については、新型コロナ感染

拡大の影響もあり開催までに大幅に時間が空いてしまった。

そのため、緊急事態宣言下での過ごし方やコロナ禍での生

活や働き方について皆で話し合う時間を別枠で用意し、不

安や想いを共有するようにした。 

⼀⽇⽬（1⽉25⽇） ⼆⽇⽬（2⽉15⽇） 三⽇⽬（7⽉18⽇）
「働くこととは」
・⼈は何のために働くのか︖
働くことの根本的な意味にグ
ループワークを通じて気づいて
いく

「チームビルディング」
・ワークで組織を体感し、組織
の⼀員として働く意味をグルー
プワークで深めていく

「⻑く働き続けるためには」
・定年を迎えた企業⼈の職業⽣活
を聞き、⾃分たちの将来を想像し、
働き続けるために必要な事を話し
合う

＜１⽇の流れ＞

・参加者⾃⼰紹介
・ワークシート記⼊
・講演「働くこととは」
（コミュニケーションワーク実施含）
・ワークシート記⼊

・グループワーク
「⾃分にとって働く事とは」
「働く時に⼤切にしている事」

・発表
・次回のインフォメーション

＜１⽇の流れ＞

・前回から気がついた事個別発表

・ヘリウムガス棒ワーク
・インダビュー
「チームワークはなぜ必要︖」

・グループワーク
「チーム表作成」
・ワークガイダンス
・紙のタワー作成ワーク
（作戦会議＋試合）

・振り返り感想発表
・次回のインフォメーション

＜１⽇の流れ＞

・前回の振り返りと参加者の発表
・ワークシート①記⼊

・コロナ禍の中で感じた事等
フリートーク

・講師との座談会
（楽しかったこと・苦しかったこと）
・ワークシート②記⼊

・グループワーク
「⻑く働くために必要なこと」
・発表
・ワークシート③記⼊
・プログラム最後のまとめ

写真１ グループワークの様子とヘリウム棒ワーク 

写真２ 成果物発表の様子とその後協力して作成した紙のタワー 
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３ 結果 

各回の振り返りシートの記述を抜粋し表３にまとめた。 

見て取れるように、一人一人の気づきが自分の言葉で書

かれている。そこには、働くことの本質を理解した内容、

チームワークの大切さの理解と今後の心がけ、他者と関わ

りながら一つの事を成し遂げた時に感じる他人への信頼感

や自分への内観が記載され、行動変容と成長への意欲を感

じさせる。 

また、プログラムのテキストをみた企業担当者からは、

自社の取組と同じような話を他で働くメンバーとともに研

修してもらってありがたいという連絡や、自社でも研修等

に活用したいので詳細を教えて欲しいという話を自然発生

的にいただいた。また企業の広報誌でも紹介していただいた。 

さらには、参加者達が通院している医療機関からもプロ

グラム終了後の通院時の様子を情報共有していただき、参

加者達の新たな側面を知ると同時に有意義な知見をいただ

くなど、新たな展開を得ることが出来た。 

  

表３ 振り返りシートより抜粋（令和元年度） 

第１回目 
「働くこととは」 

・一人だけじゃなくて仲間がいるからこそ協力して作業

が出来るという事がわかりました。 

・様々なジャンルの仕事をしている人達に私達の生活

に感謝する事。 

・いつも行う業務に感謝することをします。 

第２回目 
「 チ ー ム ビ ル
ディング」 

・わからないことがあれば勇気をもって相談すること。 

・模造紙を作るときに役割分担という言葉を目標にした

ので、会社でもそれを実行したいです。 

第３回目 
「長く働くため
に必要な事」 
 

・お互いに信頼関係を保って信頼される人間になる 

・あきらめずにがんばる事を見習いたい。 

・私がやろうと思わなくても誰かがやってくれる。信頼

する、チームワークの大切さ。 

・仕事をしていて新しい発見が出来たらいいな。 

３回を通じて変
化した事・勉強
になった事 
 

・自分には謙虚さがなかったと気がついた。 

・自分の意見を出せるようになった。 

・会社のルールを守る事が大切。 

・周りとより仲良く出来た。 

コロナの前と後
で変わった事 
（働く気持ち等） 

・気持ちは不安だったけど、少人数制になったので働

きやすくなった。 

・特になし（通勤が少し不安だった）。 

・消毒液があったりマスクをしたり職場のルールが変

わって大変だったり、仕事の量が減ったりした。 

次にやってみ
たい事 

・あいる登録者の講演会。 

・人間関係の対処法の共有。 

・新しい仕事への挑戦をしてみたい。 

 

４ 考察 

本プログラムは、企業の新人研修等で使用されてきたプ

ログラムを、伝わりやすい言葉や構造化された資料等を用

いて知的障害や発達障害に配慮した形で１回を３日間１

クールで実施している。実施３回目となる令和元年度は新

型コロナウイルス感染拡大のためプログラム最中に中断し

たが、どうしても最後までやりたいという参加者の声で完

結できた。時間を経ての再開と感染症対策で様々な制約が

あったが、参加者達の態度は非常に前向きなものが見られ

ていた。 

令和元年度参加者に関しては、１クール３回ともGW時

のリーダーが同じであった。回を重ねるにつれチームとし

てまとまりGW時の運営もスムーズにいくようにはなった

が、参加者が様々な経験が出来るような働きかけも必要で

あったように感じている。 

 さらに今回は雇用主や医療関係者からフィードバックを

いただくことが出来たが、それは参加者達が自ら職場やク

リニックでテキストを見せたり、自分たちの気づきを報告

するといった行動があったからである。本プログラムが、

参加者達の内的な部分に良い刺激を与えた証左であろう。 

 過去２回の実施で雇用主との情報共有が進んでいない事

を課題として挙げていたが、今後はアプローチの仕方を工

夫していかなくてはいけないと改めて考えさせられた。 

 

５ まとめ 

平成29年度から３年間にわたり計31名の登録者と一緒に

プログラムを作り上げてきた。当初の予定では、特別支援

高校等を卒業して間もない登録者をメインターゲットとし

てきたが、回を重ねるにつれて年齢層の高い登録者に対す

る有効性も見えてきた。社会人経験の差によって参加者達

の気づきはそれぞれであるが、振り返りシートを見ていく

と、「働くことの意義を見つける」「組織の中で働くこと

への理解」「自分の未来に想いをはせる事」等が自分なり

に生まれた事が見て取れた。 

さらに参加者同士の交流がはぐくまれ、参加者達が当セ

ンター主催の交流会に積極的に参加するようになるなど、

当センターを中心として仲間づくりの素地も生まれている。

今後は参加者が主体的に活動できるような働きかけや地域

の情報提供も必要であると考える。 

令和元年度は、企業や医療機関と本プログラムを通じて

の関りが出来た年であった。今後は、会社訪問や通院同行

を通じての情報共有を進めると同時に、課題を共有しなが

ら連携のネットワークを広げていきたい。 

また、これまでの結果を通じて、本プログラムのような

手法が多方面で模索を続けている「定着の課題」に対して

一つの有効な定着支援プログラムとなることを確信した３

年間であった。 

 

【連絡先】 

松村 佳子 

武蔵野市障害者就労支援センターあいる 

e-mail：ill6@lake.ocn.ne.jp 
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ストレスチェックを起点とした 

知的障がい者社員に対する職場定着支援の展開についての試み 

 

○鈴木 翼（MCSハートフル株式会社 定着支援グループ）  
 

１ はじめに 

(1) 会社情報 

当社は、メディカル・ケア・サービス株式会社の特例子

会社として2010年９月に設立された（特例子会社認定：

2010年10月）。2018年９月には学研グループの一員となる。 

 印刷グループ４名（身体障がい者３名、精神障がい者１

名）。業務内容は、名刺、チラシ印刷などグループ内外の

印刷業務全般を行っている。 

 PCグループ３名（身体障がい者１名、精神障がい者２

名）。業務内容は、PCセットアップ、ヘルプデスク、

FAX一斉送信業務を行っている。 

 ICTグループ１名（精神障がい者１名）。業務内容は、

IDカード作成、ホームページ製作・管理を行っている。 

 総務部グループ５名（うち身体障がい者１名、精神障が

い者２名）。業務内容は、勤怠管理、請求書の発行などの

事務業務を行っている。 

 清掃グループ44名（うち知的障がい者32名、知的重複の

精神障がい者１名）。業務内容は、親会社が運営する高齢

者介護施設の一般清掃、エアコン清掃、床ワックス清掃、

洗車などグループ内外の多岐にわたる清掃業務を行ってい

る。 

(2) 定着支援グループについて 

 定着支援グループは、企業在籍型職場適応援助者１名、

精神保健福祉士３名（常勤２名、非常勤１名）で構成され

ている。主に精神障がい者社員への定期面談やグループ

ワークを中心に、社内全体のメンタルヘルスの維持向上に

係わる業務に携わっている。当グループは社長直下のス

タッフとして、比較的自由な立場で活動を実施している。 

 当社では、2016年よりストレスチェックを当グループで

企画、実施しており、とりわけ知的障がい者社員（以下

「パートナー社員」という。）への実施方法について試行

錯誤してきた。 

 

２ ストレスチェック実施の概観 

言語理解が困難なパートナー社員が在籍していることか

ら、ストレスチェックの実施については、質問様式（図参

照）を独自に準備することに加え、精神保健福祉士がサ

ポートしながら集団実施を行っている。ストレスチェック

の全体の流れは以下の通りとなる。 

① 実施計画の策定と安全衛生委員会での承認 

② 集団実施（１グループあたり２～４名） 

③ 精神保健福祉士による高ストレス者面談 

④ 産業医面談 

 

質問様式については、厚生労働省版ストレスチェック実

施プログラム簡易版（23項目）をもとに、質問文章を簡易

化した様式を使用している１）。回答対象期間については

１か月単位ではなく１週間単位での回答方法を採用してい

る。 

実施については、2019年度は５グループに分け、2020年

度は９グループに分けて集団で実施した。 

結果を踏まえて上位10％を目安に高ストレス者を抽出し、

精神保健福祉士が面談を行い、希望や必要性に応じて産業

医面談を勧奨する。産業医面談に際しては、事前に対象者

と内容を整理する時間を設けるほか、必要に応じて産業医

面談に同席する場合もある。  

 

Ｂ 先週
せんしゅう

１週間
しゅうかん

のあなたの状態
じょうたい

について　（あてはまる曜日
ようび

に○をしてください）※先週
せんしゅう

７日
にち

間
かん

でお考
かんが

えください

とても疲
つか

れたと感
かん

じた日
ひ

は、何
なん

曜日
ようび

にありましたか？

　　　月曜日
げつようび

　　　火曜日
かようび

　　　水曜日
すいようび

　　　木曜日
もくようび

　　　金曜日
きんようび

　　　土曜日
どようび

　　　日曜日
にちようび

疲
つか

れがとれないと感
かん

じた日
ひ

は、何
なん

曜日
ようび

にありましたか？

　　　月曜日
げつようび

　　　火曜日
かようび

　　　水曜日
すいようび

　　　木曜日
もくようび

　　　金曜日
きんようび

　　　土曜日
どようび

　　　日曜日
にちようび

からだが重
おも

い（だるい）と感
かん

じた日
ひ

は、何
なん

曜日
ようび

にありましたか？

　　　月曜日
げつようび

　　　火曜日
かようび

　　　水曜日
すいようび

　　　木曜日
もくようび

　　　金曜日
きんようび

　　　土曜日
どようび

　　　日曜日
にちようび

心配
しんぱい

ごとがあった日
ひ

は、何
なん

曜日
ようび

にありましたか？

　　　月曜日
げつようび

　　　火曜日
かようび

　　　水曜日
すいようび

　　　木曜日
もくようび

　　　金曜日
きんようび

　　　土曜日
どようび

　　　日曜日
にちようび

気持
きも

ちがあせった日
ひ

は、何
なん

曜日
ようび

にありましたか？

　　　月曜日
げつようび

　　　火曜日
かようび

　　　水曜日
すいようび

　　　木曜日
もくようび

　　　金曜日
きんようび

　　　土曜日
どようび

　　　日曜日
にちようび

9

11

12

7

8

 

図 ストレスチェック質問様式（一部） 

 

３ 事例 

(1) ケース①（複数の事例を加工して記載） 

30代女性。主に高齢者介護施設の日常清掃に従事してい

る。2019年度のストレスチェックの結果からは、「疲労

感」「不安感」がやや高めで、「同僚のサポート」が薄め

の状況であった。 

精神保健福祉士との面談については月に１～２回程度行

い、産業医面談については毎月もしくは２か月に一度の頻

度で行っている。精神保健福祉士との面談の中では、家族

との関係性と余暇の過ごし方、清掃支援員との関係性につ

いての３点が主な話題となっており、気持ちの受け止めや

問題点について整理し、対処能力の賦活に結び付くような
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かかわりを続けている。産業医面談の中では、コミュニ

ケーションの取り方の工夫や気分転換の方法についての助

言をいただいている。 

(2) ケース②（複数の事例を加工して記載） 

 20代女性。主に高齢者介護施設の日常清掃に従事してい

る。2019年度のストレスチェックの結果からは、「仕事の

負担感」「疲労感」「不安感」「抑うつ感」「不眠」がや

や高く、「同僚からのサポート」が薄いとの状況であった。 

 話を聞いてほしい時に対応してほしいとの本人の要望も

あり、精神保健福祉士による定期的な面談は設けず、必要

な時に立ち寄ってもらう対応としている。産業医面談につ

いては、２～３か月に一度程度行っている。 

 同僚のパートナー社員の言動に反応しやすく、こうした

事象にあった際に精神保健福祉士と話をして落ち着くこと

が多い。産業医面談の中でも同様に話を聞いてもらう機会

とするほか、服薬についての助言もいただいている。 

 

４ 考察 

精神保健福祉士による面談のルートについては、①本人

の自発的な面談希望、②清掃支援員経由による面談の２つ

のルートがメインであったが、毎年ストレスチェックを実

施することで、③高ストレス者に対する面談のルートが形

成されるようになった。高ストレス者への面談については

１回限りではなく、継続的に実施することが多く、経過の

中で①と②が途中で入り込むことがある。 

情報の取り扱いについては、②については職場との連携

が前提となっており、①と③については緊急性や重大性を

勘案し、本人の了解を得たうえで職場との連携を図ること

としている。 

既述の２ケースについても、③を起点としながらも、①

を併用し、②にある清掃支援員からの要望に基づく業務上

での課題について解決策を検討するために、清掃現場へ精

神保健福祉士が同行し、ジョブコーチ的な支援を展開する

こともある。両ケースとも、2019年実施のストレスチェッ

クが起点となっているが、現在も継続支援となっている。

発表会当日には、2020年実施のストレスチェックを定点観

測としつつ、フォローアップ状況についても紹介したい。 

 

５ 終わりに 

ストレスチェックの質問様式については、２度の改定１）２）

を行ってきたが、より回答しやすい環境を確保するための

更なる改定を来期に行うことを検討している。前回の改定

では、各設問に対して当てはまる曜日にマルを付す形式と

したが、設問の都度、当てはまる曜日を想起する必要があ

るため、より容易に回答できるように改善する必要性を感

じた。次期においては、各曜日ごとに設問を選択肢として

設けることで、その曜日について想起する形式を策定した

いと考えている。 

定着支援グループの支援対象は、精神障がい者社員が中

心であったが、知的障がい者社員に加え支援員等の健常者

社員も対象とすることで全社的なメンタルヘルスの維持・

向上に関与するように拡大している。 

また、個別の定着支援だけではなく、パートナー社員や

清掃支援員を対象とした研修の実施のほか、在宅勤務運用

のための仕組みづくりや防災マニュアル策定など、障がい

の有無にかかわらず誰もが安全かつ安心して働き続けるた

めの施策の立案に従事する機会が増えている。 

さらに、学研グループにおけるもう一つの特例子会社で

ある学研スマイルハートとの連携・交流を深めることで、

学研グループ全体の障がい者雇用の促進・深化への貢献も

期待されているなど、定着支援グループに課せられた使命

は拡大している。 
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MCSハートフル株式会社 定着支援グループ 
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自閉スペクトラム症女性が多機関連携により就労定着している一事例 
－状態像の共有から特性理解が深まった過程に焦点をあてて－ 

 

○伊藤 ひろみ（株式会社グッジョブ 就労支援センターグッジョブ サービス管理責任者） 

齋藤 淳子・田沼 義昭（株式会社グッジョブ 就労支援センターグッジョブ） 
 

１ はじめに 

筆者は、自閉スペクトラム症の方の就労支援に従事して

おり、このような目に見えない障害特性は、周囲に理解し

てもらうことが難しいことが多く苦慮し支援している。 

今回、家族や教育機関は就労が困難と諦めていたSさん

の支援事例を振り返り、弊所での今後の支援や連携のあり

方について考察することを目的としたい。なお、内容は本

人記載の日誌や支援記録を元に抜粋、記載した。 

 

２ グッジョブとは 

 株式会社グッジョブの運営する就労支援センターグッ

ジョブ（以下「グッジョブ」という。）は、宮城県仙台市

で就労移行支援と就労定着支援を行う事業所である。利用

者の殆どが知的遅れのない発達障害の方である。 

活動内容について、所内作業は幕張ワークサンプルや職

場を模した環境での複数作業やチーム作業を主としたジョ

ブリハーサルがある。講座はSSTやビジネスマナー、作業

療法士による健康講座など多岐にわたっている。更に職場

見学や実習、就職活動支援がある。特に学んだことを実践

し、その結果を自己評価と他者評価を踏まえ振り返ること

を重視している（図参照）。その実践を積み重ね、自分の

得意不得意を知り、自己対処できるスキルを獲得し、自信

や意欲の回復、その後の現実検討につなげている。 

 

 

 

 

 

図１ 支援の全体像 

図 支援の全体像 

 

３ ケース概要 

(1) 診断・医療 

20代女性、診断は自閉スペクトラム症（15歳）、全般性

不安障害（19歳）。精神保健福祉手帳２級所持。服薬は自

己管理でき、月１回定期通院していた。WAIS-Ⅲは、

FIQ：96 VIQ:105 PIQ：86（CA：19歳３ヶ月）。 

(2) 生育歴など 

両親と妹の４人暮らし。小中学校は普通級、専門学校卒

業。３歳より言葉の遅れや一人遊びが多く癇癪等があり、

言葉の教室に通う。既往歴について、小学３年より抜毛症

あり、そけいヘルニア手術歴もある。小中学校では、落ち

着きのなさや奇異な言動や行動でいじめを受け、友人との

トラブルが続いたが、休まず通った。字義通りに受け止め、

変化や曖昧なことが苦手であり、家庭内では、「牛乳飲む

分買ってきて」というと両手に持ちきれないほど買ってく

る等日常的に軋轢が生じていた。 

 

４ 支援の経過 

(1) 就労移行支援グッジョブ利用まで 

専門卒業後に進路が決まらず在宅となり精神的に落ち着

かなくなっていた。そのため、自信回復と生活リズムの維

持を目的に、自立訓練Cを６ヶ月利用、次に対人交流の練

習や余暇活動を目的に、病院Aデイケアを１年ほど利用、

働く意欲が出て、相談機関Bを経てグッジョブを利用した。 

(2) 利用開始から就職活動前まで（通所から約７ヶ月まで） 

週３日の活動設計を行い、第一に、困ったことを相談で

きることを支援目標とした。 

相談機関BからSさんは男性が苦手でやりとりにズレが

生じると聞いたため、相談先を複数の女性職員固定とし、

相談のタイミングの枠を作り、相談体制を整えた。 

作業場面では、指示理解にズレが生じ、PCや事務作業

では集中力持続の難しさも見受けられた。面談や講座は20

分程度であくびが出た。軽作業や清掃など座位でない定型

作業は集中時間も長く、ミスも少なく取り組んだ。介入し

たのは、具体的な作業の目安や見通しの助言だった。 

また、座位の活動では、突然お菓子を出して食べる、椅

子の上であぐらをかく、貧乏ゆすりが止まらない等の行動

が見られた。職員から助言してもなかなか改善されなかっ

たため、筆者はルールを箇条書きにし、「行動が他者に与

える影響」と「それにより本人が受ける不利益が何か」の

因果関係を図示し補足説明するように心がけた。少しずつ

行動に改善がみられ、また何か我慢できない時は職員にど

うしたらいいか申し出るようになっていった。 

(3) 実習・就職活動への移行時期（８ヶ月目以降１年２ヶ

月目） 

 順調に通所日数を増やし週５日通うようになる頃、Sさ
んより「体調がよくないため通所日数を減らし休みたい」

との話があった。体調がどうよくないのか聞くと「体調が

悪いのではなく本当は以前通っていた病院Aのデイケアに

行きたい」ということがわかった。そこで、所内カンファ

レンスを行い、支援経過の整理と状況の背景を探った。 

知知識識・・技技能能のの習習得得  

講座・グループワーク 

実実践践のの機機会会  

作業体験・職場体験 

自自己己理理解解・・適適職職検検討討  

個別の振り返り 
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ア 通所日数を減らしたいと話した時の出来事 

① 施設外就労や職場実習、企業への応募など活動内容が

変わった。特性上の課題を指摘されることが増えた。 

② 周囲の利用者が就職することが続き、妹も就職した。 

③ 母親から、体重を指摘され過剰に服薬をした。 

イ 本人の状況とその影響について 

上記①により活動上の変化から負担が大きくなり、活動

と余暇のバランスを崩しストレスがかかっていた。 

上記、②や③により就職に対する焦りや劣等感や不安が

あってストレスとなっていた。「体調が悪いから」という

理由は希望を通すために考えた理由であった。 

デイケアと併用し支援する必要性があり連絡調整した。

ウ 他機関で情報共有の上明らかになり検討したこと 

① 就労移行でもデイケアでも同様の出来事が起きている。 

② 就労（環境に合わせ頑張るところ）とデイケア（リ

ラックスできるところ）の切り替えができる生活設計

を保障し、適正な労働時間の見極めも必要。 

③ 言葉のズレに対処するため、困った時の相談について

メモ帳を使い見える化し整理することにした。 

エ 情報共有後のグッジョブの支援と本人の変化 

グッジョブでの面談では、困ったことについては誰に何

を相談するか整理し、一緒にメモを作った（薬のことはデ

イケア、求人のことはグッジョブ等）。本人の聞き取りか

ら状況を把握するには相当の時間がかかったが、徐々に自

分で誰に相談するか理解していった。 

(4) 就職後の支援経過 

ア 就労状況 ※「雑貨に関わる仕事に就きたい」 

 勤務先：流通系企業（障害者雇用枠） 

勤務形態：シフト制で週４日週20時間勤務 

仕事内容：品出し（取次の接客を含む） 

就労期間：１年 

イ 就職後３ヶ月までの支援内容 

就職時には特性をまとめたナビゲーションブックを元に

特性を説明した。しかし、すぐ後述の複数の問題が発生し、

上司及び本人と面談し、三者で具体的な対処を決めた。 

ウ 職場での問題行動と具体的対処とその後の変化 

上司が問題と捉えている問題行動は以下のとおり。 

① 「時計をしてきて」と言っても「たまたま忘れた」と

度々嘘をつく。誰もいない時に早く出社しすぎる。 

② お客様から声をかけられ固まることが多くお客様が来

ると違う売り場の方へ逃げていた。 

③ 店長がレジで多忙の時も質問をし続けた。上司が問題

行動としている行動についての本人の理解。 

④ 自分は時計はいらない。職場では時計がいる人もいる

ようだ。遅刻が嫌で早く出社した。 

⑤ お客様に声をかけられ、どうしていいかわからず泣き

たくなり迷惑かけないようお客様と違う場所に移動し

ていた。 

⑥ わからない時は店長に聞くようにと指示され質問した。 

エ 具体的対処方針 

① 時計をつけるのは職場のルールであることと、なぜ早

く出社するとダメかを伝え、待機場所を決めた。 

② 本人の対応エリアを決め直し、更にお客様が来た場合

の取次の仕方をより具体的に決めた。 

③ 質問してよい時についてルールを決め、相談質問メモ

や業務日報を使って相談するようにした。 

 

５ まとめ 

(1) 本人の言っていることややっていることだけで判断せ

ず、丁寧になぜそうしているか確認する必要がある 

本人の訴えがあった際に、所内でカンファレンスを行い、

言動や行動の背景を整理する必要があった。病院Aデイケ

ア、相談機関B、家庭、グッジョブ内の活動でコミュニ

ケーションがずれる特性や叱責を受けた経過から思いを歪

曲して伝える場面は共通に見受けられることがわかった。

よって「言っていること」だけに振り回されず、その言動

の本意を捉えなければ効果的な支援はできなかっただろう。 

(2) 特性の明確化と支援の工夫、相談スキル獲得 

相談機関B、病院Aデイケア、家庭との情報共有により、

環境が異なっても障害特性から生じる事象は同じであった。

本人にエピソードと特性を関連づけ説明し、特性理解が深

まった。また「相談メモを通じた共有と支援」を行う工夫

を見出すことで、本人が自分のコミュニケーションのずれ

や場面理解の困難さを理解し、相談の準備をして相談する

という経験を踏まえ、業務日報で正直に相談ができるまで

になったことは大きな成果だ。その相談スキルを実践でき

ていることが現在の就労定着に大きく寄与している。 

(3) 終わりに 

最後に補足したいのは、本人の良さに目を向けた支援で

ある。「特性上によるトラブルはあるが、言われたことを

実直にこなそうとする姿勢」「同じ利用者や同僚等、周囲

への優しさを吐露する」「高齢顧客への足元や重い荷物へ

の気配り」等、見たことから人の役に立とうとする姿勢は、

関係機関の人々の統一見解であり、一般就労に向けた支援

上の希望でもあった。 

先行研究では、発達障害のある方は離転職を繰り返し、

自信を失う事例も報告されている。安定して就労するには、

多様な体験を提供し、本人が自分の得意不得意を知り、対

処するスキルを身につける必要がある。それは容易ではな

いが日々具体的に実践することを継続していきたい。 

なお、個人が特定されないよう一部加工した箇所がある。 

 
【連絡先】 

 伊藤 ひろみ e-mail：hiromi.ito@gj-lab.co.jp  
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企業在籍型ジョブコーチによる支援の効果及び支援事例に関する調査研究（１） 
－アンケート調査結果から－ 

 

○野澤 紀子（障害者職業総合センタ― 主任研究員） 

内藤 眞紀子・岩佐 美樹・伊藤 丈人（障害者職業総合センター） 
 

１ 背景 

企業に雇用される障害者が増加する中で、障害者の職場

定着を推進するに当たっては、企業自らが社内で主体的に

障害者の定着を支援する体制を構築していくことが重要で

あり、企業在籍型職場適応援助者（以下「企業在籍型JC」

という。）の配置は一定の効果があると考えられる。 

本調査研究では、企業在籍型JC養成研修修了者が所属

する企業の管理職及び企業在籍型JC本人に対するアン

ケート調査、さらに企業在籍型JCを配置している企業へ

の訪問ヒアリングを通じて、その配置の実態等を明らかに

し、支援事例を収集することで、今後の企業在籍型JCに

よる効果的な支援の進め方や支援の課題、課題解決のため

にどのような条件整備が必要か等について検討することを

目的とした。 

本発表では、アンケート調査結果について報告する。 

  
２ 方法 
(1) 調査対象 

平成25年度から平成29年度にJC養成研修を修了した企

業在籍型JCが所属する企業にプレ調査を実施し、調査に

協力する旨の回答を得た355事業所の管理者及び企業在籍

型JC877名を対象とした。 

(2) 調査方法と期間 

調査票による郵送調査とし、平成31年１月～２月に実施

した。 

(3) 調査内容 

事業所調査（事業所の管理職に対する調査） 

個人調査（企業在籍型JCに対する調査） 

 
３ 結果 

(1) 回答状況 

事業所調査 248社（回収率69.9％） 

個人調査  570名（回収率65.0％） 

(2) 事業所調査（事業所の管理職が回答） 

ア 企業形態 

一般事業所（54.0％）、特例子会社（44.8％）であり、

本社（68.1％）、本社以外の事業所（30.6％）であった。 

イ 従業員規模 
50 人未満（37.5％）が最も多く、次いで 1,000 人以上

（14.5％）、100～199人（13.3％）であった。 

ウ 障害者雇用の動向 

障害者雇用の動向については、「雇用する障害者は増加

傾向にある」（70.2％）、「雇用する障害者は変わらない」

（24.6％）、「雇用する障害者は減少傾向にある」（2.8％）

であった。 

エ 障害者の定着状況（過去３年） 

過去３年における障害者の定着状況は、「１割から２割

程度離職」（61.3％） が最も多く、次いで「全員継続勤務」

（28.6％）であった。 

オ 企業在籍型JCの状況 

(ｱ) 任命形態 

企業在籍型JCの任命形態は、「専従職（常時JC業務に

従事）」（28.0％）、「兼務職（JC以外の業務を兼務）」

（71.9％）であった。 

(ｲ) 企業在籍型JC配置の効果 

企業在籍型JCを配置する前と比較した配置後の効果に

ついて、「とても思う」と「やや思う」を合わせた割合が

最も多かったのは、「障害者を雇い入れた際に、職場適応

がスムーズになった」（81.1％）であり、次いで「障害者

の職場定着が改善した」（78.7％）であった（図１）。 

 

(ｳ) 企業在籍型JCが従事している業務 

企業在籍型JCが従事している業務については、「雇用

する障害者の人間関係や職場でのコミュニケーションを向

上するための業務」（79.8％）が最も多く、次いで「障害

者が作業を習得できるようにするための支援業務」

（77.8％）、「障害者の作業課題を改善する業務（作業能

率向上、作業ミス軽減など）」（75.0％）であった。これ

らの業務は、企業在籍型JCが従事している業務の中で特

図１ 企業在籍型JC配置の効果（上位５項目）[n=248] 
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に重要な業務として事業所が考えている業務でもあった。 

(ｴ) 企業在籍型JC配置の課題 

今後さらに企業在籍型 JC の配置を「すすめていきたい」

と回答した事業所は74.2％であった。企業在籍型JCの配

置を進める上で課題に感じていることとして、「JC の業

務負担が大きいが、JC 自身を支援する社内体制ができて

いない」（33.1％）が最も多く、次いで「JC研修の受講に

係る業務負担が大きい」（27.4％）、「JCの職務に合った人

材がいない」（25.8％）であった。 

(3) 個人調査（企業在籍型JCが回答） 

ア 企業在籍型JCとしての従事状況 

「兼務職のJC（主としてJC以外の業務に従事）」

（52.1％）が最も多く、「専属のJC（常時JC業務に従

事）」（21.1％）、「兼務職のJC（主としてJC業務に従

事）」（13.0％）であった。 

イ 実施しているJC支援の内容 

「人間関係、職場内コミュニケーション」（82.6％）が

最も多く、次いで「職務遂行」（76.6％）、「不安、緊張

感、ストレスの軽減」（63.0％）であった。支援頻度の多

い５項目は、障害者に対する支援内容であった（図２）。 

社員に対する支援内容は、「職務遂行に係る指導方法」

（55.4％）が最も多く、次いで「職場の従業員の障害者と

の関わり方」（54.7％）、「職務内容の設定」（49.9％）で

あった。 

 

ウ 企業在籍型JCとして役割を担うために必要なこと 

企業在籍型 JC の役割を担うために必要なことについて、

「とても思う」「やや思う」を合わせた割合が最も多かっ

たのは、「精神障害、発達障害の障害特性を踏まえた研修」

（90.2％）であり、次いで「自社における支援・協力体制

を充実すること」（89.1％）、「障害者との面接・相談等の

カウンセリング技術の研修」（88.9％）であった（図３）。 

 

 

 

 

４ まとめ 

企業在籍型 JC の約７割が他の業務と兼務しており、そ

のうち「管理職のため他の業務も担っている」という理由

が６割程度を占めていた。企業在籍型 JC が管理職と兼務

していることは、障害者の職場定着支援に必要な社内の調

整や連携を行うための体制整備につながるが、その一方で、

企業在籍型 JC が困っていることの中には、「兼務のため

支援の時間がとれない」、「JC 以外の業務を優先せざる

を得ない」といった声もあり、支援の必要性を感じていて

も支援ができない実状があることがわかった。 

企業在籍型 JC が従事している業務については、事業所

調査においても個人調査においても「人間関係・職場内コ

ミュニケーション」に関する業務が最も多く、職場定着の

ための重要な支援項目であることが確認できた。 

企業在籍型 JC の配置による効果を感じている企業は約

８割あり、そのほとんどが今後もさらに企業在籍型 JC の

配置を進めていきたいと考えているが、３割程度の事業所

からは企業在籍型 JC を支援する社内体制ができていない

という課題が挙げられた。 

本調査を通して、企業在籍型 JC が自社の障害者の職場

適応を援助し職場定着を図る役割を担い、その効果を上げ

ていることわかったが、企業在籍型 JC がその知識や経験

を活かして支援を実施するためには、①企業在籍型 JC に

対する社内の支援・協力体制、②企業在籍型 JC の支援ス

キルの向上、③企業在籍型 JC が支援を実施できる体制、

が必要であることが示唆された。 

 

【参考文献】 

障害者職業総合センター『企業在籍型職場適応援助者（企業在

籍型ジョブコーチ）による支援の効果及び支援事例に関する調

査研究』「調査研究報告書№152」,(2020) 
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企業在籍型ジョブコーチによる支援の効果及び支援事例に関する調査研究（２） 
－ヒアリング調査結果から－ 

 

○岩佐 美樹（障害者職業総合センター 研究員） 

内藤 眞紀子・野澤 紀子・伊藤 丈人（障害者職業総合センター） 
 

１ 背景 

企業に雇用される障害者が増加する中で、障害者の職場

定着を推進するに当たっては、企業自らが社内で主体的に

障害者の定着を支援する体制を構築していくことが重要で

あり、企業在籍型職場適応援助者（以下「企業在籍型JC」

という。）の配置は一定の効果があると考えられる。 

本調査研究では、企業在籍型JC養成研修修了者が所属

する企業の管理職及び企業在籍型JC本人に対するアン

ケート調査、さらに企業在籍型JCを配置している企業へ

の訪問ヒアリングを通じて､その配置の実態等を明らかに

し、支援事例を収集することで、今後の企業在籍型JCに

よる効果的な支援の進め方や支援の課題、課題解決のため

にどのような条件整備が必要か等について検討することを

目的とした。 

本発表では、訪問ヒアリング調査結果について報告する。 

 

２ 調査の実施方法 

(1) ヒアリング対象 

アンケート調査協力企業、当機構のリファレンスサービ

ス、各自治体の好事例集などをもとにヒアリング対象企業

を選定し、計31社に対して実施した。ヒアリング対象者は

主として障害者雇用に携わる人事・労務担当者、企業在籍

型JC等であった。 

(2) 主なヒアリング内容 

主として、①企業在籍型JCの属性情報、②企業在籍型

JCの職務内容、③JC養成研修受講後の変化、④企業在籍

型JCを取り巻く課題とそれに対する解決方策、⑤その他

の５つの項目についてのヒアリングを実施した。 
(3) ヒアリング実施時期 

2019年４月～10月 

 

３ 結果と考察 

(1) 企業在籍型JCの属性 

企業に在籍するJCについては、その事業所の社員が企

業在籍型JC養成研修を修了し、企業在籍型JCの資格を得

る以外に、配置型JCや訪問型JCの経験者を障害者支援の

専門家として新たに雇用している場合があったため、本稿

では、それらの人も含めて「企業在籍型JC」とした。 
企業在籍型JCの配属部署については、大きく３つのパ

ターンが見られた。最も多いのは障害のある社員（以下

「障害者社員」という。）が働く部署へ配置された企業在

籍型JCであり、この場合、企業在籍型JCは一般社員であ

る場合と管理職である場合があり、その双方が存在する場

合もあった。２つ目は所長等、事業所の責任者（事業所が

本社である場合は経営者）が企業在籍型JCとなっている

場合、３つ目は本社またはその事業所の人事総務的な部門

に配置された企業在籍型JCである場合で、中には複数の

部署に企業在籍型JCを配置し、役割分担の下、当該企業

の障害者雇用を支えている事業所もあった。また、経営者

自らが企業在籍型JC養成研修を受講し、企業在籍型JCの

資格を得ている場合や、障害当事者が企業在籍型JCとし

て配置されている事例もあった。 

(2) 企業在籍型JCの職務内容 

企業在籍型JCが他職務を兼務している場合、その職務

内容は、①障害者社員に対する作業支援や相談支援等、②

障害者社員とともに働く人々への支援、③職務の創出、職

場の環境の調整、関係機関との連絡調整等の環境調整等の

３つのタイプが見られた。 

ア 障害者社員に対する直接的な支援 

障害者社員に対する直接的な支援については、知的障害

者に対しては作業支援が多く行われており、精神障害者や

発達障害者については、作業支援よりも相談支援に重きが

置かれている事例が多かった。そのほか、障害者社員の職

務の創出やキャリア形成、また、コミュニケーションに対

する支援が数多くなされていた。 

イ 障害者社員とともに働く人々への支援 

障害者社員に対する直接的な支援とともに、障害者社員

とともに働く人々への支援、ナチュラルサポートの形成も

重要な仕事となっていた。また、障害者の就労支援の経験

の浅い社員に対するスーパーバイズ機能を担っている企業

在籍型JCも多く見られており、特に企業在籍型JCの複数

体制を取っている事業所や企業在籍型JC以外に障害者職

業生活相談員等が配置されている事業所において、スー

パーバイズ機能や障害者を支援する人材の育成機能が期待

されていた。 

ウ 職場環境整備等に関する支援 

職場環境整備等に関する支援について、まず、受け入れ

準備段階においては、社内理解の促進、業務や職務の創出、

受け入れ環境の整備等において、企業在籍型JCがその役

割を果たしている事業所も多かった。 
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採用活動においては、人事総務部門に配置された企業在

籍型JCの場合、採用の計画段階から関わる事例が多かっ

た。また、企業在籍型JCが職場実習等における関係機関

等への連絡調整を担っていることで、相談窓口が明確とな

り、情報が一本化されるというメリットも挙げられていた。 

採用後においては、企業在籍型JCのタイムリーかつ切

れ目のない支援が障害者社員の職場定着に貢献するととも

に、障害者とともに働く人々に大きな安心感を与えている

事例が多く見られた。また、在職中に中途障害者となった

社員の職場復帰に際し、新たな職務の創出、在宅勤務がで

きる環境の整備などにより貢献している事業所もあった。

メンタルヘルス不調者の職場復帰支援において、企業在籍

型JCが支援チームの一員として大きな役割を果たしてい

る事例も見られた。 

(3) JC養成研修受講後の変化 

障害者の就労支援に関する基礎知識や経験的に培ってき

たスキルに対する理論的な裏付けを得られたことにより、

自信を持って支援に当たれるようになった、支援機関や他

社の取組を学んだことで支援のバリエーションが増えた、

作業マニュアルの作成や作業指導、職務の創出、また、問

題行動等の分析や改善に向けた効果的な取組ができるよう

になったというような意見が聞かれた。要望としては、企

業在籍型JCが交流できる機会やスキルアップできる学び

の機会として、定期的に研修を設けて欲しいという声が挙

げられていた。 

(4) 企業在籍型JCを取り巻く課題とそれに対する解決方策 

ア 企業在籍型JCに対する支援体制・協力体制 

 いくつかの事業所からは、障害者雇用を当該事業所や企

業在籍型JCに丸投げされている、本社からの支援がない

といった不満が聞かれた。また、企業在籍型JCに対する

支援体制等が整っていないため、企業在籍型JCとしての

力を十分発揮することができていないといった悩みも複数

聞かれた。これに対して、こういった不満や悩みが聞かれ

なかった事業所には、企業在籍型JCと本社や人事総務部

との協力体制が構築されておりトップダウン型、ボトム

アップ型のコミュニケーションともに十分なされているこ

と、複数の社員がそれぞれの役割分担、相互の連携により、

障害者社員に対する支援を行っていること、障害者雇用に

対する長期的ビジョンが描かれていることといった特徴が

あった。 

イ 企業在籍型JCに対するスーパーバイズ 

 企業在籍型JCからは、支援の行き詰まりや自分自身の

支援の在り方に対する不安等についての声が複数聞かれた。

これに対し、経験豊富な企業在籍型JC等のスーパーバイ

ザーが存在する事業所においては、経験の浅い企業在籍型

JCであっても安心してその役割を果たすことができてお

り、また、企業在籍型JC等の人材育成にも大きく貢献し

ていた。 

ウ 企業在籍型JCのキャリア形成 

 企業在籍型JCのキャリア形成に関する課題も複数聞か

れた。これについては、企業在籍型JCとしてのスキルを

向上させる取組とともに、処遇向上の必要性も指摘されて

いた。 

エ 精神障害者の職場定着支援ノウハウの蓄積 

 ヒアリングにおいて最も多く聞かれたのが、精神障害者

の職場定着支援についての悩みであった。これについては

専門家からの支援ノウハウの提供やアドバイスを求める声

が複数聞かれ、情報交換・意見交換の場が欲しいといった

意見も聞かれた。 

(5) その他 

 企業在籍型JCが行う直接的な支援のメリットとして、

タイムリーかつ切れ目のない支援であること、これに対し、

外部機関のJC支援については、スポット的な支援になり、

また、問題が生じた際に即座に介入することが難しいが、

このスポット的な支援の効果は大きく、そこから学ぶべき

ことも多い等の意見が多く聞かれた。 

また、書類作成に係る負担を理由に、障害者雇用安定助

成金（障害者職場適応援助コース）を活用していない企業

も多かったが、ある事業所においては、助成金を活用する

ことになり、支援記録の作成が企業在籍型JCの業務に加

えられたことで、それまで課題となっていた記録の作成が

徹底されることになり、また、支援記録の作成をとおして

JCのスキルアップ、社内の情報共有、支援ノウハウの蓄

積に繋がったとの声が聞かれた。 

 

４ まとめ 

ヒアリング調査においては、企業在籍型JCが障害者の

雇用及び職場定着支援に大きく貢献している事例が多く得

られた。それとともに、企業在籍型JCがその力を十分発

揮し、当該企業の障害者雇用の推進するためには、社内の

十分なコミュニケーションと連携、企業在籍型JCを中心

としたチームによる障害者社員に対する支援体制の構築、

企業在籍型JCに対するスーパーバイザーの存在やキャリ

アアップの仕組みづくりといったことの重要性も指摘され

ている。今回得られた調査結果を参考に、障害者雇用企業

において企業在籍型JCの力が活用されることを期待する。 

 

【参考文献】 

障害者職業総合センター『企業在籍型職場適応援助者（企業在

籍型ジョブコーチ）による支援の効果及び支援事例に関する調

査研究』「調査研究報告書№152」,(2020) 
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「わからない」感覚の保持と適応的協働 

－職場適応支援の現場から－ 
 

○柴田 和宣（千葉障害者職業センター 配置型職場適応援助者） 
 

１ 背景・目的 

職場適応支援に携わる中で、想定外の危機に際して「ど

ういうことなのだろうか」「わからない」と感じ「ああ、

そういうことなのか」と気づき学ぶことが多いほど職場適

応が順調に進む、と感じる。こうした気づき学ぶことにつ

ながる、「わからない」という感覚はどのようものなのだ

ろうか。筆者と同様、多様な立場の人たちと協働して支援

を行う経営コンサルタント１）にも類似した感覚の主張が

ある。 

本発表の目的は、筆者およびご協力いただいた青山商事

株式会社千葉センターの企業在籍型職場適応援助者・寉岡

氏の事例を振り返ることにより、「わからない」感覚とは

何か、また対象者を取りまく関係者のどのような行動が適

応的協働につながるのかを分析しまとめることである。 

 

２ 事例の説明 

(1) 事例１ －共有の機会を逸したことによる不手際－ 

筆者の事例である。作業現場の社員Aの支援において、

人事担当者Bをキーパーソンとして捉え、主にBに対する

継続的な面談を行っていた。ところが、Aの上司である現

場リーダーCの様子を見て、ふとCは、状況を把握・処理

することに不安を抱いているのではないかとの懸念が頭に

浮かぶことがあった。しかしながら、その懸念について一

緒に支援に取り組む障害者職業カウンセラーおよび職場適

応援助者に共有せずにいた。 

その後の訪問時にCから筆者に直接、窮状の訴えがあっ

た。その際筆者は、Cの話を詳しく聞くというより、Aの

得手不得手についての説明に終始するという対応をしたた

め結果として状況は改善されなかった。 
(2) 事例２ －気づきの共有からの協働－ 

寉岡氏の事例である。寉岡氏が作業現場の社員Dと面談

をしていて、Dが誤解されかねない独特の言葉遣いをする

こと、また、Dは自覚しながらも改善が難しいことに気づ

いた。寉岡氏はDの同僚Eとの立ち話においてDの言葉遣

いについて心配していることを共有し、Eに「もしかした

ら、こういうことがあるかも知れないので何かあったら教

えてほしい」と伝えた。 
その後、Dの言葉遣いにより現場が不穏な雰囲気になる

ことがあった。その時Eは「ああ、寉岡さんが言っていた

のはこういうことかな」と気づき寉岡氏に相談、その後の

対応について話し合い対処することができた。 

３ 事例についての考察 

(1)「わからない」感覚とは何か？ 

想定外の危機に際して、気づき、適応的協働へと繋がる

「わからない」感覚とは、「仮定と解釈の単純化を避けた

状態」であると以下に説明したい（図１）。 

事例１において筆者は、上司Cの訴えを受けて社員Aに

ついて説明することが、Cが状況を理解する助けになると

考えた。しかしながら支援者間での共有を欠いた状態での

筆者の仮定と解釈に基づくこの判断と介入では、状況の改

善に至らなかった。 
一方事例２において、不穏な状況についての同僚Eの仮

定と解釈は、これまでの自らの経験から来るもの及び事前

に寉岡氏から伝えられていた可能性を含んだものであった。

そのため、判断を保留にして寉岡氏に相談してみるという

選択に至った。 
両者を比較すると、事例２においては寉岡氏との立ち話

があったことにより、Eの出来事に対する仮定と解釈がよ

り多くの可能性を含み単純化を避けた状態に保たれていた

と言える。これにより間違った判断に基づく間違った介入

を回避できた。ワイクとサトクリフ2）は、複雑でプレッ

シャーの高い状況において適応的である組織の特徴として、

こうした単純化を避けていることを主張している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 仮定と解釈の単純化を避けた状態 

 

(2) 適応的協働につながる連携の特徴 

両事例の重要な相違点は「関係者間の情報共有による連

携」の有無にあると言える。事例２の連携にはどのような

特徴があったか以下にまとめたい。 

ア 即興的 

立ち話であり、公式的な報告・相談ではなく即興的なも

のであった。 

 

あれに気をつけようかな 

私はこう思うけど、 

あの人はどう思ってるのかな 

あの人はああ言ってたけど、 

この場合はどうなんだろう 

これに気をつけたほうが 

いいのかな 

前はこうしたけど、 

うまくいくだろうか 
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イ 相互依存的 

寉岡氏の立ち話は「こういう場合はこうしてほしい」と

いう一方的な指示ではなく、「もしかしたら」「教えてほ

しい」という自分もわかっているわけではないと伝えた上

での依頼であった。この伝え方により、同僚Eは寉岡氏の

意見を参考にしつつも主体的に状況を判断・対処する自由

があり、現場の変化に際して寉岡氏に相談することができ

た。 
ウ 立場・役割の多様性 

職場適応援助者・寉岡氏と現場作業社員Eは、異なる立

場・役割にあった。表出した懸念点に寉岡氏が関わってい

たため、Eは現場の班内の社員にではなく寉岡氏に相談す

ることができた。立場・役割が異なる関係性にあったため

より相談しやすかったと考えられる。他の例として、寉岡

氏は、社内で相談しづらい事も職場適応援助者などの社外

の関係者には言いやすいと話している。 
ここから導き出されることとして、連携する集団は立

場・役割が多様であるほどより適応的であると考えられる。 

 

４ 「わからない」感覚と適応の動的関係 

(1) 「わからない」感覚の保持 → 適応的協働 

改めて、「わからない」感覚の保持つまり仮定と解釈の

単純化を避けた状態を保つことが適応的協働につながる過

程を図にまとめたい（図２）。連携する関係者集団は開か

れた関係であり変化し続ける多様な関係性であることを含

む意味で、上岡・大嶋3）にならい「応援団」と呼びたい。

「わからない」感覚の保持は、「即興的」「相互依存的」

「立場・役割の多様性」を特徴とする「『応援団』との連

携」へつながり、またそれが適応的協働へとつながる。 

 

図２ 「わからない」感覚の保持による適応的協働 

 

(2) 適応的協働 → 「わからない」感覚の保持 

好ましい適応結果は、「わからない」感覚の保持にどの

ような影響を与えるだろうか、保持を強めるもの（＋）と

弱めるもの（－）という視点で考えたい（図３）。 

ア 組織としての公式化・標準化（－） 

適応した結果を反映して組織として公式化・標準化され

た手続きやツールは、類似した危機への対応策にはなり得

るが、各関係者の仮定と解釈の単純化を進め「わからない」

感覚を減ずる傾向にある。 

イ ノウハウの蓄積（＋あるいは－） 

神田橋4）が指摘するように、経験は先入観としても作用

する。ノウハウは、経験として生かされることもあれば先

入観として気づきを損なうこともある。 

ウ 「応援団」の多様化（＋） 

連携において築かれた、話して、気づいて、適応してい

くという関係性が他の関係者に対して汎化されていくと、

各関係者の仮定と解釈はより複雑なものとなり「わからな

い」感覚は保持される。寉岡氏は懸念が解消した後も「今

回うまくいっただけ」と捉え、「これまでのやり方でうま

くいかなければ、これまでに連携してきた『応援団』に、

また連携したことのない人・機関にも相談したい」と話し

ている。 

 

図３ 「わからない」感覚の保持と適応の動的関係 
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発達障害特性のうかがえる精神障害者における 

職場適応上の課題と対応の実態 

…地域障害者職業センターを対象とした調査から… 
 

○知名 青子（障害者職業総合センター 研究員） 

 

１ 背景と目的 

主たる障害が精神疾患であるものの“発達障害特性”を

有している労働者について、医療をはじめ、産業保健や職

業リハビリテーション領域で注目されている１）。地域障

害者職業センター（以下「地域センター」とする）におい

ては、特に精神障害者で発達障害特性を有する者に対し、

職業準備支援などの事業を効果的に運用することや、医療

機関や事業主と連携することにより、個々のニードに即し

た職業リハビリテーションサービスの専門的支援を実施す

ることが必要である。 

障害者職業総合センター研究部門では、上記のような発

達障害と精神障害が併存する障害者の支援の実態と課題を

把握するため、「発達障害者のストレス認知と職場適応の

ための支援に関する研究―精神疾患を併存する者を中心と

して―（平成30年度～令和元年度）」２）を実施した。 

上記調査研究では地域センターに対して、後方視的なア

ンケート調査を実施し、発達障害者で精神障害が併存する

者（以下「Ⅰ群」とする）、発達障害の特性がうかがえる

精神障害者（以下「Ⅱ群」とする）と、発達障害の特性は

うかがえない精神障害者（以下「Ⅲ群」とする）の各群の

実態について尋ねた。本報告では、特に発達障害特性がう

かがえる精神障害者（Ⅱ群）について、二次分析を行いⅡ

群の基本属性および支援における特徴点について検討した。 

 

２ 方法 

(1) 調査時期・方法 

調査期間は平成30年８月末～９月末までの約１か月間で

あった。全国の地域センター47所および支所５所の計52所

を対象とし、回答は所長・支所長の指名する障害者職業カ

ウンセラーの職位にある者、またはその他のスタッフに回

答を依頼した。調査票は各地域センターあてにEメールで

送信した。調査票はエクセルシートによる回答であり、所

定のパスワードを設定して期日までに返信するよう求めた。

なお、調査は当機構の調査研究倫理審査委員会において審

査が行われ妥当と認められた。調査項目の概要は表１のと

おりであった。 

表１ アンケート調査の質問項目概要 

質問項⽬
対象者の概要、障害者⼿帳の取得状況、来所経路、地域センター来
所時の状況、学歴、職歴、利⽤した事業
発達障害関連特性および認知特性
職場におけるストレス要因と⽀援・対応、事業主⽀援を通じたスト
レス対処⽀援  

(2) 調査対象 

調査対象となった障害者については、可能な限り要因を

統制するため、発達障害者および精神障害者については、

就業経験があり、在学中でないことを共通の条件とし、表

２に示した条件に合致する者に限定し、回答を依頼した。 

表２ 調査対象となる障害者の範囲 
群 範囲

・主たる障害を「発達障害」として利⽤登録している者
・知的障害のない発達障害者（IQ70を超える者、またはそれと同等とみなせるもの）

・主たる障害を「精神障害」として登録している者
・発達障害の傾向がうかがわれる者（発達障害関連の診断が調査時点で無い者。
  本⼈による発達障害傾向についての⾃覚有無は問わない）
・⼀般的なうつ病、気分障害に該当する者（統合失調症、てんかんを除く）

・主たる障害を「精神障害」として登録している者

・⼀般的なうつ病、気分障害に該当する者（統合失調症、てんかんを除く）

発達障害者
（Ⅰ群）

精神障害者
（Ⅱ群）

精神障害者
（Ⅲ群）  

 

３ 結果 

地域センターおよび支所全てから回答が得られた。対象

者の条件に該当しないケースを除き、各群分析対象数はⅠ

群105名、Ⅱ群79名、Ⅲ群94名であった。 

(1) 群の基本属性の検討 

ア 診断後に地域センター利用に至るまでの年数 

群を独立変数とし、主診断時の年齢と調査時年齢の差分

を従属変数とする一元配置分散分析を行った結果、有意差

が認められた（表３）。TukeyHSDによる多重比較の結果、

Ⅰ群とⅢ群間のみ有意差が認められた（表４）。 

すなわち「障害の診断があってから地域センターの利用

に至るまでの平均年数」においてⅡ群は、Ⅰ群とⅢ群の間

に位置するということである。診断から地域センターの利

用ニーズが生じるまでの時間という観点から見れば、Ⅱ群

は、Ⅰ群よりは遅いが、Ⅲ群よりはやや早期である、と見

ることができるだろう。 

表３ 診断後に地域センターの利用に至る期間についての 

一元配置分散分析結果 

平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率

239.744 2 119.872 4.235 .015  

 

表４ 群間の多重比較結果

群 比較群 平均値の差 標準誤差 有意確率
Ⅰ群 Ⅱ群 -1.68 0.82 0.103

Ⅲ群 -2.17 * 0.78 0.016
Ⅱ群 Ⅰ群 1.68 0.82 0.103

Ⅲ群 -0.49 0.83 0.825
Ⅲ群 Ⅰ群 2.17 * 0.78 0.016

Ⅱ群 0.49 0.83 0.825
by Tukey HSD  
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イ 診断時年齢と診断名の関連 

診断名についてⅡ群とⅢ群で違いがあるかどうかをχ2検

定で検討した結果、有意差は認められなかった（χ2=7.739, 
df=6,p=.258）。したがって、Ⅱ群とⅢ群の診断名について

は、群間で分布に違いはないといえる（表５）。 

表５ 精神障害者Ⅱ群、Ⅲ群の診断名内訳 

うつ

そう

うつ

気分

障害

双極

性障

害

適応

障害

不安

障害

その

他

Ⅱ群 48 9 2 5 5 4 6 79

Ⅲ群 66 8 3 10 3 3 1 94

合計 114 17 5 15 8 7 7 173

合計

診断分類

 

ウ 調査時点年齢と障害者手帳の関連 

 群と障害者手帳有無の関連についてχ2検定を行った結果、

有意差が認められた（χ2=36.392,df=6,p=.000）。残差分析

を行ったところ、Ⅱ群とⅢ群は共通して「手帳なし」が多

く、「手帳あり」は少ないことが明らかとなった（表６）。 

表６ ３群間の手帳有無の割合比較 

手帳なし 手帳あり

群 の % 12.4% 87.6%

調整済み残差 -6.0 6.0

群 の % 46.1% 53.9%

調整済み残差 2.6 -2.6

群 の % 50.0% 50.0%

調整済み残差 3.8 -3.8

※アミは有意差あり

Ⅰ群

n=105

Ⅱ群

n=76

Ⅲ群

n=84

 

以上の統計的分析から精神障害者Ⅱ群は、基礎的属性に

ついて、精神障害者Ⅲ群と共通する部分が多いことが明ら

かとなった。したがって、Ⅱ群とⅢ群は発達障害の特性の

あり・なし、という点においてのみ条件の異なる群とみな

し、Ⅲ群を対照群とすることの妥当性について一定程度の

確認が得られたものとし、以降の分析を進めることとした。 

(2) 支援事業の特徴 

群によって実施する支援事業に違いがあるかどうかを検

討するため、下記の支援事業の利用有無について検討した。

通常、地域センターの支援事業は、ケースのニーズに応じ、

組合わせて実施される。このため、本稿ではⅡ群において

実施が想定されうる支援事業の組合せとして「リワーク支

援」×「職業準備支援」および「リワーク支援」×「事

業主に対する情報提供」の２パターンを取り上げることと

し、その実施有無の連関について比較することとした。比

較方法としては、事業実施の有無についてクロス集計を作

成し、χ２検定を実施して得られる効果量（φ（=W））の

大小の比較を行った。なお、発達障害者Ⅰ群において、リ

ワーク支援の利用者は極少数（3.8％）であったことから

分析対象から除外し、Ⅱ群とⅢ群についてのみ比較した。 

ア 「リワーク支援」と「職業準備支援」 

 χ２検定の結果、Ⅱ群においては有意差が認められ効果

量は中程度であった（χ2＝17.345, p=.000, W=.469）。残差

分析の結果「リワーク支援」と「職業準備支援」いずれも

「利用あり」である者が期待値より少ないという結果で

あった。一方、Ⅲ群については有意差が認められ効果量は

大きいことが明らかとなった（χ2=26.380, p=.000, W 
=.530）。残差分析の結果、「リワーク支援」と「職業準

備支援」の両事業で「利用あり」だった者の人数は期待さ

れるよりも少ないという結果であった。したがって、Ⅱ群

とⅢ群は双方の事業を利用する事例が、期待値より少なく、

その程度はⅢ群においてより顕著であることがうかがえた。 

イ 「リワーク支援」と「事業主に対する情報提供」 

 リワーク支援の実施にあたって事業主に対し情報提供が

行われているかどうかについて、χ２検定の結果、Ⅱ群で

は有意差が認められ、効果は中程度であった（χ2＝7.218, 
p=.007, W=.302）。残差分析の結果「リワーク支援」と

「事業主に対する情報提供」のいずれも実施しているケー

スは期待値より多いことが明らかとなった。Ⅲ群について

同様にχ２検定を実施した結果、有意差は認められなかっ

た（χ2＝.490, p=.484, W=.072）。Ⅱ群とⅢ群とでは、「リ

ワーク支援」の実施にあたって、同時に「事業主に対する

情報提供」が行われているかどうかに違いがあり、Ⅱ群で

は多くの事例で情報提供が行われていることが明らかと

なった。 

 

４ 考察および今後の課題 

 精神障害者Ⅱ群は基本属性において精神障害者Ⅲ群とほ

ぼ共通であった。ただし、発達障害特性が認められること

により、個別に対応が必要となる。しかしながら、具体的

にⅢ群とどういった違いがあるのかについて、これまで明

らかにされてこなかった。そこで支援事業の利用状況に着

目し、精神障害者Ⅱ群とⅢ群を比較した結果、リワーク支

援を利用する場合、Ⅱ群では同時に事業主に対する情報提

供が行われる機会が多いことが明らかとなった。この結果

はⅡ群において発達障害特性への対応の一環として、環境

要因となる事業主側への調整が重要であることを示唆して

いる。ここで行われた調整とは、職場の理解醸成や、合理

的配慮事項の提示といった内容が予想される。 

発達障害の特性はその特異な認知構造や行動特性によっ

て適応面の困難さが際立つが、これに対応するための取組

として、障害者本人の体調管理や認知的トレーニングと

いった個人要因への介入だけでは十分ではなく、環境要因

へのアクセスが重要であることが、この度の分析から明ら

かになったといえる。今後は、さらにⅡ群の中でも個々の

特性に応じた事業の利用の実態について更に分析を進める

こととしたい。 

 
【参考文献】 
1）障害者職業総合センター（2018）：資料シリーズ№100「就業経験のあ

る発達障害者の職業上のストレスに関する研究」 
2）障害者職業総合センター（2020）：調査研究報告書№150「発達障害者

のストレス認知と職場適応のための支援に関する研究」 

－ 62 － － 63 －




